
 

 

重要事項説明書（サンライフ山陽デイサービスセンター） 

＜通所介護＞ 

 

 あなたに対する通所介護サービスの提供開始にあたり、厚生労働省令（平成 18 年省令第 37 号）

第 8 条に基づいて、当事業者があなたに説明すべき重要事項は次のとおりです。 

 

１．事業者概要 

（１）第一種社会福祉事業 

事 業 者 名 称      特別養護老人ホームサンライフ山陽 

主たる事務所の所在地 山口県山陽小野田市大字埴生 2156 番地 

法 人 種 別       社会福祉法人 山 陽 福 祉 会 

代 表 者 名       理 事 長   山 髙 正 義 

電話番号       ０８３６－７６－３４４３ 

（２）第二種社会福祉事業 

介護保険法令に基づき山口

県知事から指定を受けてい

る事業所名称（指定番号） 

各事業所につき介護保険法令に基づき山口県知事から指定を受けて

いる居宅介護サービスの種類 

サンライフ山陽   

デイサービスセンター 

山口県 3577700044 

通所介護（下記で詳しくご説明いたします） 

サンライフ山陽 

居宅介護支援事業所 

    3577700028 

居宅介護支援 

（３）第 1 号通所事業 

サンライフ山陽 

デイサービスセンター 

3577700044 

 

予防給付型（通所介護相当サービス） 

 

      

 

 

２．ご利用される事業所 

ご利用事業所の名称  サンライフ山陽デイサービスセンター 

指 定 番 号       山口県 ３５７７７０００４４ 

所 在 地        山口県山陽小野田市大字埴生 2156 番地 

電 話 番 号       ０８３６－７６－３４４３、（直通）０８３６－７６－３４５１ 

 

 



 

 

３．事業の目的と運営方針 

事 業 の 目 的      
要介護状態にある高齢者に対し、適切な通所介護を提供することを目

的とする。 

事 業 の 方 針      

要介護者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、そ

の心身の特性を踏まえ、可能な限りその居宅において、その有する能

力に応じ自立した日常を営むことができるよう、日常生活上の援助及

び個別機能訓練等のサービスを提供する。 

 

４．ご利用事業所の職員体制 

ご 利 用 事 業 所 の 従 業 者 の 種 類     員数 勤 務 の 体 制 

管       理       者 
１人 

常勤 1 名（生活相談員、介護職員

兼務） 

生 活 相 談 員 ３人 常勤３名（兼務 3 名） 

看 護 職 員 ・ 機 能 訓 練 指 導 員 ３人 常勤２名 非常勤 1 名 

 

介      護       職      員 ７人 

常勤６名（生活相談員兼務 3 名、

専従 1 名、看護・機能訓練指導員

兼務２名）非常勤１名 

管    理    栄    養    士 2 人 常勤 2 名(特養と兼務) 

 

５．利用定員   １日 ３０名 

 

６．営業時間 

営 業 日        月～金曜日 

営 業 時 間       午前８時３０分～午後５時１５分 

サービス提供時間（介護予防） 午前１０時～午後４時 

サービス提供時間（要介護） 午前１０時～午後４時 

 

７．介護保険給付によるサービス 

サービスの種類 内     容 

食 事 
献立表は、掲示致します。食べられないものやアレルギーがある方は

事前にご相談ください。 

排 泄 
利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うとともに、排泄の自立

についても適切な援助を行います。 

入 浴 その方の身体状況に応じて適切且つ安全に入浴介助を行います。 

そ の 他 必要に応じて日常生活の介助をさせていただきます。 

介 護 相 談 利用者とその家族からのご相談に応じます。 

送 迎 
身体状況等一定の基準に該当する方で、車の乗降が困難な方は、リフ

ト付の送迎車で送迎を行います。 



個 別 機 能 訓 練 
その方の身体状況に応じて個別の機能訓練計画（生活機能向上を目

的とした訓練）を策定し適切な機能訓練を行います。 

栄  養  改  善 
低栄養状態にある方に適切な栄養ケア計画に基づき改善の為のサー

ビスを実施します。 

口 腔 機 能 向 上 
口腔機能の低下・又はその恐れのある方に対して機能改善計画に基

づき適切なサービスを実施します。 

生活機能向上グループ

活動 

（介護予防） 

生活機能を目的として個別の機能訓練計画を策定し、複数のグルー

プで日常生活上の支援活動を行います。 

 

８．利用料金 

 利用料 

 

① 通所介護 

利用料は給付費の１割で、別紙１のとおりです。但し、介護保険の給付の範囲を超え

たサービス利用は全額自己負担となります。 

利用料金の引き落とし日は、翌月の１５日になります。     

＊所得や資産によっては２割または３割負担の場合もあります。 

 

    ＜備考＞ 

①送迎代は基本料金に含まれます。（家族送迎の場合は、片道４７円減算なります。） 

    行事、活動参加等によっては別途料金がかかる場合があります。        

②おむつの使用の方は、おむつをご持参下さい。但し、施設のおむつを使用した場合、

実費をいただきます。 

③お休みのキャンセル料（午前１１時以降のキャンセルに関しては食事代のみをご負

担頂きます）        

  

  

９．緊急時の対応 

   サービス提供時に利用者の病状が急変した場合、その他必要な場合は、速やかに主治医 

  或いは協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じます。 

 

１０．介護保険給付外サービス 

サービスの種類 内      容 自己負担額 

特 別 な 送 迎 
当事業所の事業実施区域外の方でも、送迎車で

送迎を実施します。 

1回に付  1,000円 

 

食 材 の 提 供 

管理栄養士による食材の検収により、新鮮で安

全な食材を提供します。（飲料・おやつ等を含

む） 

１日当      700円 

 

 

１１．通常の事業の実施地域      



通常の事業実施地域 山陽小野田市・下関市、また事業者に隣接する地域 

 

 

１２．苦情申立窓口 

 

ご利用者ご相談窓口  サンライフ山陽デイサービスセンター 

ご利用時間 平日 午前８時３０分～午後５時１５分 

           ご利用方法 電話 ０８３６－７６－３４５１ 

            窓口担当者 福田 智恵子（管理者） 

 

公的機関       山陽小野田市市役所 高齢福祉課 介護保険係 

            住所 山陽小野田市日の出１丁目１番１号 

            ご利用方法 電話 ０８３６－８２－１１７２  

                   

           山口県国民健康保険団体連合会介護保険課 苦情相談係 

            住所 山口市朝田１９８０－７ 

            ご利用方法 電話 ０８３－９９５－１０１０ 

 

その他        山陽福祉会第三者委員会 事業所に掲示 

      

 

１３．協力医療機関 

   事業者は、下記の医療機関に協力いただき、利用者の状態が急変した場合等には、速や 

かに対応をお願いするようにしています。 

利用者の主治医又は、事業者の協力医療機関への連絡を行い、医師の指示に従います。また

緊急連絡先に連絡いたします。 

医 療 機 関 の 名 称 山陽小野田市民病院 

院 長 名 藤 岡 顕太郎 

所 在 地         山口県山陽小野田市大字東高泊１８６３番地の１ 

電 話 番 号 ０８３６－８３－２３５５ 

診 療 科 内科、外科、整形外科、脳神経外科、小児科、産婦人科、眼科、 

泌尿器科、皮膚科、耳鼻咽頭科、神経内科、麻酔科、禁煙外来 

歯科口腔外科、放射線科 

入 院 設 備        有 

緊 急 指 定 の 有 無     有 

契 約 の 概 要       

当事業者と山陽小野田市民病院とは、入所者等の健康管理、病状の

急変があった場合の入院措置、及び医学的処置について契約を締結

しています。 

 

 

 

 



１４．事故発生時の対応 

   サービス提供中の事故が発生した場合には、ご家族、市町村、関係医療機関等への 

  連絡を行うなど必要な措置を講じます。 

 

 

１５．サービス利用にあたっての留意事項 

  ①被保険者証の提示 

  ②緊急連絡先等の必要事項を記載した書類の提出 

  ③利用料その他の費用の支払い 

④欠席する場合の連絡 

⑤その他 所持品に対する注意事項 

 

 

 

１６．非常災害時の対策 

非 常 時 の 対 応 
別途定める「特別養護老人ホームサンライフ山陽消防計画」にのっとり対応を行いま

す。 

近隣との協力関係 山陽小野田市内（山陽地区消防組合)と、非常時の相互の応援を約束していま

す。 

平常時の訓練等 
別途定める「特別養護老人ホームサンライフ山陽消防計画」にのっとり、年 2

回夜間および昼間を想定した避難訓練を入所者の方も参加して実施します。 

防 災 設 備 設 備 名 称 個 数 等 設 備 名 称 個 数 等 

ス プ リ ン ク ラ ー あ り ガ ス 漏 れ 報 知 機 あ り 

自 動 火 災 報 知 機 あ り 漏 電 火 災 報 知 機 あ り 

非 常 通 報 装 置 あ り 非 常 用 電 源 あ り 

誘 導 灯 あ り   

カーテン布団等は、防炎性能のあるものを使用しております。 

消 防 計 画 等 
消防署への届出日：平成２７年５月１９日 

防火管理者：山高 正義 

 

 

１７．秘密保持 

事業者（以下乙という）及び乙の従業員は、正当な理由がない限り、ご利用者様（以下甲

という）に対する通所介護サービスの提供にあたって知り得た甲又は甲の家族の秘密を漏ら

しません。退職後も同様とします。 

 但し、乙は、甲又は甲の家族の個人情報を別紙２に用いることがあります。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

令和  年  月  日     

 

 

（乙） 当事業者は、甲１に対する居宅介護サービスの提供開始に当たり、□甲１ に 

□甲２ 

    対して、重要事項説明書に基づいて、重要事項を説明しました。 

     （ 乙 ）居宅サービス事業者 

           主たる事務所所在地  山口県山陽小野田市大字埴生 2156 番地 

           名       称  サンライフ山陽デイサービスセンター  印 

 

           説明者  所  属  サンライフ山陽デイサービスセンター          

                氏  名                      

 

 

 

 

同意書 

（甲） 私は、重要事項説明書に基づいて、乙から重要事項の説明を受け、サービスの提供に同意

します。 

     （甲１）利 用 者  住  所  

 

                氏  名                     

 

     （甲２）利用者の家族 住  所 

 

                氏  名               続柄     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙１ 

 

要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

介護通所介護費 584円 689円 796円 901円 1,008円 

個別機能訓練（Ⅰロ）費 76円 76円 76円 76円 76円 

サービス体制強化加算費 22円 22円 22円 22円   22円 
  

入浴（Ⅰ） １回  40円 

食事・おやつ・ドリンク費 １回  700円 

１回利用合計（入浴無し）  1,382円 1,487円 1,594円 1,699円 1,806円 

１回利用合計（入浴付き） 1、422円 1,527円 1,634円 1,739円 1,846円 

 

：毎月の利用料金は、１回合計額 × 利用回数となります 

：介護通所介護費はサービス提供時間が６時間以上７時間未満の金額になっています 

：諸事情により利用時間短縮の際は規定に沿った金額に変更致します  

 

：個別機能訓練について 基本７６単位は、指導員担当者の人数により（Ⅰイ）５６

単位請求に変更することがございます。上記表の合計金額には含まれておりませ

ん。  

                          

：１か月の利用合計金額（介護サービス費・各種加算合計）に①②を算定した金額が

請求されます。 

① 介護職員等処遇改善加算Ⅰ・・・  9.2％   

② 科学的介護推進体制加算・1か月ごとに 40円  

 

：送迎減算（ご家族の送迎等の場合は１回につき47単位減算） 

：当日午前11時以降の欠席連絡の場合は食事代700円をご負担いただきます 

 
 

 

 

 



 

別紙２ 

個人情報の利用目的 

 通所介護（介護予防通所介護）事業所 サンライフ山陽では、利用者の尊厳を守り安全に配 

慮する事業所理念の下、お預かりしている個人情報について、利用目的を以下の通りに定めます。 

 

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 

  〔事業所内部での利用目的〕 

    ・当事業所が利用者等に提供する介護サービス 

    ・介護保険事務 

    ・介護サービスの利用者に係る当事業所の管理運営業務のうち 

     ―入退所等の管理 

     ―会計・経理 

     ―事故等の報告 

     ―当該利用者の介護・医療サービスの向上 

  〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕 

    ・当事業所が利用者等に提供する介護サービスのうち 

     ―利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業所や居宅介護支援事業所 

      等との連携（サービス担当者会議等）、照会への回答 

     ―利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

     ―検体検査業務の委託その他の業務委託 

     ―家族等への心身の状況説明 

    ・介護保険事務のうち 

     ―保険事務の委託 

     ―審査支払機関へのレセプトの提出 

     ―審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

    ・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

【上記以外の利用目的】 

  〔当事業所の内部での利用に係る利用目的〕 

    ・当事業所の管理運営業務のうち 

     ―医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

     ―当事業所において行われる学生の実習への協力 

     ―当事業所において行われる事例研究 

  〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕 

    ・当事業所の管理運営業務のうち 

     ―外部監査機関への情報提供 

                            令和 5 年 9 月 15 日 

                            社会福祉法人 山陽福祉会 

                            理事長  山 髙 正 義 


